
 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix-1. 土壌溶出量調査に係る測定方法 
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○ 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件（平成 15 年 3 月 環境省告示第 18 号） 

 

土壌汚染対策法施行規則第 6 条第 3 項第 4号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方

法は、別表の特定有害物質の種類の欄に掲げる特定有害物質について平成 3年 8 月環境庁告示第

46 号（土壌の汚染に係る環境基準について）付表に掲げる方法により作成した検液ごとに、別表

の測定方法の欄に掲げるとおりとする。 

 

別表 

特定有害物質の種類 測定方法 

カドミウム及びその化合物 日本工業規格（以下「規格」という。）K0102 の 55 に定める方法 

六価クロム化合物 規格 K0102 の 65.2 に定める方法 

シマジン 
昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号（水質汚濁に係る環境基準について）

（以下「水質環境基準告示」という。）付表５の第１又は第２に掲げる方法 

シアン化合物 
規格 K0102 の 38 に定める方法（規格 K0102 の 38.1.1 に定める方法を除

く。） 

チオベンカルブ 水質環境基準告示付表５の第１又は第２に掲げる方法 

四塩化炭素 規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,2-ジクロロエタン 規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1-ジクロロエチレン 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

シス-1,2-ジクロロエチレン 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1,3-ジクロロプロペン 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

ジクロロメタン 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

水銀及びその化合物 

水銀にあっては水質環境基準告示付表１に掲げる方法、アルキル水銀に

あっては水質環境基準告示付表２及び昭和 49 年９月環境庁告示第 64

号（環境大臣が定める排水基準に係る検定方法）（以下「排出基準検定

告示」という。）付表３に掲げる方法 

セレン及びその化合物 規格 K0102 の 67.2 又は 67.3 に定める方法 

テトラクロロエチレン 規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

チウラム 水質環境基準告示付表４に掲げる方法 

1,1,1-トリクロロエタン 規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,1,2-トリクロロエタン 規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

トリクロロエチレン 規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

鉛及びその化合物 規格 K0102 の 54 に定める方法 

砒素及びその化合物 規格 K0102 の 61 に定める方法 

ふっ素及びその化合物 
規格 K0102 の 34.1 に定める方法又は水質環境基準告示付表６に掲げる

方法 

ベンゼン 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

ほう素及びその化合物 
規格 K0102 の 47.1 若しくは 47.3 に定める方法又は水質環境基準告示付

表７に掲げる方法 

ポリ塩化ビフェニル 水質環境基準告示付表３に掲げる方法 

有機りん化合物（パラチオ

ン、メチルパラチオン、メチ

ルジメトン及びＥＰＮに限

る。） 

排出基準検定告示付表１に掲げる方法又は規格 K0102 の 31.1 に定める

方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、排

出基準検定告示付表２に掲げる方法） 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix-2. 土壌含有量調査に係る測定方法 

 



 

 

 



 

- Appendix2_1 - 

 

○ 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件（平成 15 年 3 月 環境省告示第 19 号） 

 

土壌汚染対策法施行規則第 6 条第 4 項第 2号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方

法は、次のとおりとする。 

 

1  別表の特定有害物質の種類の欄に掲げる特定有害物質について付表に掲げる方法により作

成した検液ごとに、別表の測定方法の欄に掲げる方法により試料採取等対象物質の量を測

定すること。 

2  付表の 2 により作成した試料の重量とこれを摂氏 105 度で約 4 時間乾燥して得たものの重

量とを比べて当該試料に含まれる水分の量を測定し、1 により測定された試料採取等対象

物質の量を当該乾燥して得たもの 1 キログラムに含まれる量に換算すること。 

 

別表 

特定有害物質の種類 測定方法 

カドミウム及びその化合

物 
日本工業規格 K0102（以下｢規格｣という｡）55 に定める方法 

六価クロム化合物 規格 65.2 に定める方法 

シアン化合物 規格 38 に定める方法（規格 38.1 に定める方法を除く｡） 

水銀及びその化合物 
昭和 46 年 1 2 月環境庁告示第 59 号（水質汚濁に係る環境基準につい

て）（以下「水質環境基準告示」という。）付表１に掲げる方法 

セレン及びその化合物 規格 67.2 又は 67.3 に定める方法 

鉛及びその化合物 規格 54 に定める方法 

砒素及びその化合物 規格 61 に定める方法 

ふっ素及びその化合物 
規格 34.1 に定める方法又は規格 34.1c)（注(6)第 3 文を除く。）に定める

方法及び水質環境基準告示付表 6 に掲げる方法 

ほう素及びその化合物 
規格 47.1 若しくは 47.3 に定める方法又は水質環境基準告示付表 7 に

掲げる方法 

 

付表 

 

検液は、以下の方法により作成するものとする。 

 

1  採取した土壌の取扱い 

採取した土壌はポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しな

い容器に収める。試験は土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保

存し、できるだけ速やかに試験を行う。 

 

2  試料の作成 

採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の 2

㎜の目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。 
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3  検液の作成 

(1) カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその

化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物及びほう素及びその化合物につい

ては、次の方法による。 

 

ア  試料液の調製 

試料 6 g 以上を量り採り、試料（単位 g）と溶媒（純水に塩酸を加え塩酸が１mol／l と

なるようにしたもの）（単位 ml）とを重量体積比 3%の割合で混合する。 

イ  溶出 

調製した試料液を室温（おおむね 25℃）常圧（おおむね 1 気圧）で振とう機（あらか

じめ振とう回数を毎分約 200 回に、振とう幅を 4㎝以上 5 ㎝以下に調整したもの）を用い

て、2 時間連続して振とうする。振とう容器は、ポリエチレン製容器又は測定の対象とす

る物質が吸着若しくは溶出しない容器であって、溶媒の 1. 5 倍以上の容積を持つものを

用いる。 

ウ  検液の作成 

イの振とうにより得られた試料液を10分から30分程度静置後、必要に応じ遠心分離し、

上澄み液を孔径 0. 45μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を採り、定量に必要な

量を正確に量り採って、これを検液とする。 

 

(2) 六価クロム化合物については、次の方法による。 

 

ア  試料液の調製 

試料 6g 以上を量り採り、試料（単位 g）と溶媒（純水に炭酸ナトリウム 0.005mol（炭

酸ナトリウム（無水物）0.53 g）及び炭酸水素ナトリウム 0.01mol（炭酸水素ナトリウム

0.84g）を溶解して 1ｌとしたもの）（単位 ml）とを重量体積比 3%の割合で混合する。 

イ  溶出 

調製した試料液を室温（おおむね 25℃）常圧（おおむね 1 気圧）で振とう機（あらか

じめ振とう回数を毎分約 200 回に、振とう幅を 4㎝以上 5 ㎝以下に調整したもの）を用い

て、2 時間連続して振とうする。振とう容器は、ポリエチレン製容器又は測定の対象とす

る物質が吸着若しくは溶出しない容器であって、溶媒の 1. 5 倍以上の容積を持つものを

用いる。 

ウ  検液の作成 

イの振とうにより得られた試料液を10分から30分程度静置後、必要に応じ遠心分離し、

上澄み液を孔径 0.45μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を採り、定量に必要な量

を正確に量り採って、これを検液とする。 

 

(3) シアン化合物については、次の方法による。 

 

ア  試料 5～10g を蒸留フラスコに量り採り、水 250ml を加える。 

イ  指示薬としてフェノールフタレイン溶液（5g／l；フェノールフタレイン 0.5g をエタノ
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ール（95%）50ml に溶かし、水を加えて 100ml としたもの） 数滴を加える。アルカリの

場合は、溶液の赤い色が消えるまで硫酸（1+35）で中和する。 

ウ  酢酸亜鉛溶液（100g／l；酢酸亜鉛（二水塩）100g を水に溶かして 1ｌとしたもの）20ml

を加える。 

エ  蒸留フラスコを蒸留装置に接続する。受器には共栓メスシリンダー250ml を用い、これに

水酸化ナトリウム溶液（20g／l）30ml を入れ、冷却管の先端を受液中に浸す。なお、蒸

留装置の一例は別図のとおりである。 

オ  蒸留フラスコに硫酸（1+35）10ml を加える。 

カ  数分間放置した後蒸留フラスコを加熱し、留出速度 2～3ml／分で蒸留する（注 1）。受

器の液量が約 180ml になったら、冷却管の先端を留出液から離して蒸留を止める。冷却

管の内外を少量の水で洗い、洗液は留出液と合わせる。 

キ  フェノールフタレイン溶液（5g／l）2～3滴を加え、開栓中にシアン化物イオンがシアン

化水素となって揮散しないよう手早く酢酸（1+9）で中和し、水を加えて 250ml とし、こ

れを検液とする（注 2）。 

 

(注1)  留出速度が速いとシアン化水素が完全に留出しないので、3ml／分以上にしない。

また、蒸留中、冷却管の先端は常に液面下 15 ㎜に保つようにする。 

(注2)  留出液中に硫化物イオンが共存すると、ピリジン－ピラゾロン法等の吸光光度

法で負の誤差を生ずるので、硫化物の多い試料については、酢酸亜鉛アンモニア溶液

（酢酸亜鉛二水和物 12g に濃アンモニア水 35ml を加え、さらに水を加えて 100ml と

したもの）10ml を加えて沈殿除去する。 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix-3. 汚水が地下に浸透することを防止するための措置 
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○ 汚水が地下に浸透することを防止するための措置を定める件（平成 22 年 3 月 29 日 環境省告

示第 24 号） 

 

汚染土壌処理業に関する省令第 4条第 1 号リの環境大臣が定める汚水が地下に浸透することを

防止するための措置は、次のとおりとする。 

 

1  特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の地下への浸透を防止するために

必要な構造として汚染土壌処理業に関する省令第四条第一号ホに定める構造の床及び路面

を二重に設けること。 

 

2  特定有害物質を含む固体又は液体が地下に浸透していないことを目視その他の方法により

確認するために十分な空間を前号の二重の床の間及び二重の路面の間に設けること。 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix-4. 大気有害物質の量の測定方法 
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○ 大気有害物質の量の測定方法を定める件（平成 22 年 3月 29 日 環境省告示第 25 号） 

 

汚染土壌処理業に関する省令第 4条第 1 号ヌの環境大臣が定める大気有害物質の量の測定方法

は、別表の大気有害物質の種類の欄に掲げる大気有害物質の種類ごとに同表の測定方法の欄に掲

げるとおりとする。 

 

別表 

大気有害物質の種類 測定方法 

カドミウム及びその化合物 
大気汚染防止法施行規則（昭和 46 年厚生省・通商産業省令第 1

号。以下「規則」という。）別表第 3 備考 1 に掲げる方法 

塩素 規則別表第 3 備考 1 に掲げる方法 

塩化水素 規則別表第 3 備考 2 に掲げる式により算出する方法 

ふっ素、ふっ化水素及びふっ化

けい素 

規則別表第 3 備考 1 に掲げる方法 

鉛及びその化合物 規則別表第 3 備考 1 に掲げる方法 

窒素酸化物 規則別表第 3 の 2 備考に掲げる式により算出する方法 

 

※ 上記告示に量の測定方法の定めがない大気有害物質については、ガイドライン本文

（2.2.6(16)の表 2.2.6-7）に示した方法等を参考に測定する。 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix－5. 管理票のしくみ 
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【土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合】

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれが
あるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
➡汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示（法第7条）
（指示すべき措置の内容は、地下水飲用に関しては封じ
込め等、人の立入りに関しては盛土等とすることを省令
で規定。改正前の措置命令の内容を踏襲）
➡土地の形質変更の原則禁止（法第9条）

土壌汚染の摂取経路がなく、健康
被害が生ずるおそれがないため、
汚染の除去等の措置が不要な区域
（摂取経路の遮断が行われた区域
を含む。）
➡土地の形質変更時に都道府県知
事に計画の届出が必要（法第12条）

　平成22年4月1日に土壌汚染の状況の把握や搬出土壌の適正処理等のために改正土壌汚
染対策法が施行されました。
　これによって、要措置区域又は形質変更時要届出区域（以下「要措置区域等」という。）から
汚染土壌を搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、管理票
を交付しなければならないこととされました。

はじめに

土壌汚染対策法の概要
（1） 土壌汚染対策法の概要

・有害物質使用特定施設の使用の廃止時（法第3条）
・�一定規模（3,000㎡）以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれ
があると都道府県知事が認めるとき（法第4条）
・�土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき
（法第5条）

自主調査において土壌汚
染が判明した場合におい
て土地所有者等が都道府
県知事に区域の指定を申
請（法第14条）

・�①②の区域内の土壌の搬出の規制（事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準（処理施設から排出される排
ガスや排水の処理の基準等を省令で規定）に違反した場合の措置命令）
・汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
・汚染土壌の処理業の許可制度

汚 染 土 壌 の 搬 出 等 に 関 す る 規 制

土 壌 汚 染 の 調 査

区 域 の 指 定 等

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除

土地所有者等が指定調査機関に調査を行わせ、その結果を都道府県知事に報告

摂取経路の
遮断が行わ
れた場合

②形質変更時要届出区域（法第11条）①要措置区域（法第6条）

1



（2） 土壌汚染や区域の指定に係る基準

　土壌汚染は、揮発性有機化合物や重金属等の不適切な取扱いによる漏出や、これらの物質
を含んだ排水が地下に浸透することが主な原因となって引き起こされると考えられます。
　土壌は、いったん汚染されると、有害物質が蓄積され、汚染が長期にわたるという特徴が
あります。土壌汚染による影響としては、汚染土壌から溶出した有害物質で汚染された地下
水を飲用するなどのリスクと、汚染された土壌に直接触れたり、口にしたりする直接摂取に
よるリスクが考えられます。

　「土壌溶出量基準」は、地下水経由の摂取による健康影響の観点から、「土壌含有量基準」は、
汚染された土壌の直接摂取による健康影響の観点から定められたものです。

① 土壌汚染とは

② 区域の指定に係る基準とは

特定有害物質の種類
（法第2条）

区域の指定に係る基準（法第6条第1項第1号）
＜地下水等の摂取によるリスク＞

土壌溶出量基準（㎎／ L）
＜直接摂取によるリスク＞
土壌含有量基準（㎎／㎏）

第
一
種
特
定
有
害
物
質

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
）

四塩化炭素 0.002以下 −
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 −
1,1-ジクロロエチレン 0.02以下 −
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 −
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 −
ジクロロメタン 0.02以下 −
テトラクロロエチレン 0.01以下 −
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 −
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 −
トリクロロエチレン 0.03以下 −
ベンゼン 0.01以下 −

第
二
種
特
定
有
害
物
質

（
重
金
属
等
）

カドミウム及びその化合物 0.01以下 150以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下（遊離シアンとして）

水銀及びその化合物 水銀が0.0005以下、かつ、
アルキル水銀が検出されないこと 15以下

セレン及びその化合物 0.01以下 150以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下
ほう素及びその化合物 1以下 4,000以下

第
三
種　
　
　

特
定
有
害
物
質

（
農
薬
等
／
農
薬
＋
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）

シマジン 0.003以下 −
チオベンカルブ 0.02以下 −
チウラム 0.006以下 −
ポリ塩化ビフェニル（PCB） 検出されないこと −
有機りん化合物 検出されないこと −

2



（3） 汚染土壌の流れ

浄化等
済土壌

製　品

埋立処理施設

浄化確認調査

汚染土壌

自社基準

第二溶出量
基準以下

第二溶出量基準以下

第二溶出量
基準以下

搬出時

※不溶化を除く要措置区域等 浄化等処理施設

セメント製造施設

処理方法
①浄化-抽出（洗浄処理、化学脱着、熱脱着）
②浄化-分解（熱分解、化学処理、生物処理）
③溶融
④不溶化

処理方法
①内陸埋立処理施設
②水面埋立処理施設
③盛土構造物等

処理方法
①異物除去
②含水率調整

分別等処理施設

3



管理票とは
（1） 管理票の目的

　汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者（管理票交付者）は、汚染土壌の運搬又は処理を他
人に委託する場合には、環境省令で定める基準に従って、管理票を交付しなければならない
こととし、当該汚染土壌が適正に運搬され、かつ、処理されていることを事後的に確認する
ことによって、汚染土壌の搬出に伴う汚染の拡散の未然防止を図ることを目的としています。

（2） 管理票に関する規定

汚染土壌の搬出の届出時に、当該搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
を添付

①運搬を行う自動車等に当該汚染土壌に係る管理票を備付け
②�管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票に記載されている事項に誤りがないことを確
認し、管理票に自動車等の番号及び運転者の氏名を記載
③�管理票の交付又は回付を受けた者は、汚染土壌を引き渡すときは管理票に引き渡した年月
日を記載し、引渡しの相手方に対し当該管理票を回付

【法第16条】（規則第61条第2項及び第64条第2項）

【法第17条】（規則第65条）
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○�汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、その運搬又は処理を他人に委託する場合は、
汚染土壌の引渡しと同時に運搬受託者又は処理受託者へ管理票を交付すること（法第20条第1項）

　【管理票の交付】（規則第66条）
　　①都道府県知事に提出した管理票の写しの原本を交付する
　　②管理票は、運搬の用に供する自動車等ごと、運搬先ごとに交付する
　　③交付した管理票の控えを運搬受託者、処分受託者から写しの送付があるまでの間保管する
　【管理票の記載事項等】（規則第67条）
　　①汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
　　②汚染土壌の体積
　　③運搬受託者の氏名又は名称
　　④処理受託者の氏名又は名称　他
　　※様式は規則様式第19のとおり
○�管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、運搬又は処理が終了したことを確認し
て保存すること（法第20条第5項）

　【管理票交付者の管理票の写しの保存期間】（規則第72条）
　　・5年間
○�管理票交付者が、管理票の写しの送付を受けないとき、又は規定する事項が記載されていない
写し若しくは虚偽の記載のある写しの送付を受けたときは、運搬又は処理の状況を把握し、そ
の結果を都道府県知事に届出すること（法第20条第6項）

　【管理票の写しの送付を受けるまでの期間】（規則第73条）
　　・運搬受託者からの送付期間：交付の日から40日
　　・処理受託者からの送付期間：交付の日から100日
　【汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出】（規則第74条）
　　※様式は規則様式第20のとおり

○運搬受託者は運搬を終了したときは、管理票交付者に写しを送付すること（法第20条第3項前段）
○運搬受託者は、処理受託者に管理票を回付すること（法第20条第3項後段）
　【運搬受託者の記載事項】（規則第68条）
　　①運搬を担当した者の氏名
　　②運搬の用に供した自動車等の番号
　　③汚染土壌を引き渡した年月日　他
　【運搬受託者の管理票交付者への送付期限】（規則第69条）
　　・運搬を終了した日から10日
○�運搬受託者は管理票交付者へ送付した写し、処理受託者から送付を受けた写しを保存すること
（法第20条第7項）
　【運搬受託者の管理票の保存期間】（規則第75条）
　　・5年間
※【運搬に関する基準】（法第17条）
　　①自動車等に管理票を備え付けること（規則第65条第4号）
　　②管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票の記載内容を確認（規則第65条第13号）
　　③当該管理票の回付（規則第65条第14号）

○処理受託者は処理を終了したときは、管理票交付者に写しを送付すること（法第20条第4項前段）
○処理受託者は、回付した運搬受託者に写しを送付すること（法第20条第4項後段）
　【処理受託者の記載事項】（規則第70条）
　　①汚染土壌の引渡しを受けた者の氏名
　　②処理担当者の氏名
　　③処理を終了した年月日　他
　【処理受託者の管理票交付者への送付期限】（規則第71条）
　　・処理を終了した日から10日
○�処理受託者は、管理票交付者又は回付者へ送付した管理票の写しの原本となる管理票を保存す
ること（法第20条第8項）

　【処理受託者の管理票の写しの保存期間】（規則第76条）
　　・5年間

○汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。（法第21条第1項）
○汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。（法第21条第2項）
○�運搬受託者又は処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず、管理票の写しを送付し
てはならない。（法第21条第3項）

写
し
の
送
付（
運
搬
終
了
か
ら
10
日
以
内
）

写
し
の
送
付（
処
理
終
了
か
ら
10
日
以
内
）

写
し
の
送
付（
処
理
終
了
か
ら
10
日
以
内
）

回
付（
汚
染
土
壌
の
引
渡
し
時
）

交
付（
汚
染
土
壌
の
引
渡
し
時
）

交
付（
汚
染
土
壌
の
引
渡
し
時
）

法第66条（罰則）
3月以下の懲役又は
30万円以下の罰金

管理票交付者
（写しを5年間保存）

処理受託者
（写しを5年間保存）

運搬受託者
（写しを5年間保存）

【法第20条及び第21条】
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（3） 管理票の流れ（例）

【運用1】（運搬担当者が1者の場合）

【運用2】（運搬担当者が複数の場合）

【6枚複写】 C3票 処理終了報告として運搬受託者へ送付用

処理終了報告として交付者へ送付用

処理受託者の保存用

運搬終了報告として交付者へ送付用

運搬受託者の保存用

交付者の控え

C2票

C1票

B2票

B1票

A票

C2票

C3票

C1票

B2票

B1票

管理票交付者

管理票
交付者

運搬
担当者①

運搬
担当者②

処理
受託者

運搬受託者 処理受託者

A票
【保管】

【保存】

【保存】

【保存】

【保存】

【保存】

①交付
A,B1,B2,
C1,C2,C3

①交付
A,B1,B2,
C1,C2,C3

②A（控）

②A（控）

④B1,B2（受領）

⑥B1,B2
（受領）

⑧C3
（処理終了報告）

③回付
B1,B2,
C1,C2,C3

③回付
B1,B2,
C1,C2,C3

④B1コピー

B1コピー

⑤回付
B1,B2,
C1,C2,C3

受領者
記入

受領者
記入

⑤B2
（運搬終了報告）

⑦C2（処理終了報告）

⑨C2（処理終了報告）

⑦B2（運搬終了報告）

⑥C3
（処理終了報告）

B2票
【保存】

C2票
【保存】

A票
【保管】 B1コピー

【保存】 B1票
【保存】

C3票
【保存】

C1票
【保存】

運搬受託者
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（4） 管理票の様式（例）

受領者
記入

受領者
記入
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（1） 運搬又は処理を他人に委託する場合の運用

管理票の運用例

　管理票交付者は、管理票に以下の事項を記入し、運搬担当者に管理票を手渡し、運搬担当者に「自動車等
の番号及び運搬担当者の氏名」欄に記入してもらいます。管理票は複写式になっていますので、1枚目（A票）
を管理票交付者の控えとして剥離します。2枚目（B1票）以降は運搬担当者が携帯します。なお、管理票は運
搬の用に供する自動車等ごとに交付しなければなりません。ただし、一の自動車等で運搬する汚染土壌の運
搬先が二以上である場合には、運搬先ごとに交付しなければなりません。
　後日、運搬受託者から運搬終了報告（B2票）、処理受託者から処理終了報告（C2票）の管理票が返送されて
きます。交付時の控えと内容をチェックし、5年間大切に保存します。

＜管理票交付者が管理票に記入する事項＞（P.12・15参照）

ア．管理票交付者
�管理票を交付する者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人の場合にあっては、代表者の氏名を記入する。

イ．運搬受託者
運搬受託者の氏名又は名称、住所、連絡先を記入する。

ウ．処理受託者
処理受託者の氏名又は名称、住所、連絡先を記入する。

エ．交付担当者の氏名
実際に管理票の交付を担当した者の氏名を記入する。

オ．交付年月日
交付担当者が実際に管理票を交付した年月日を記入する。

カ．交付番号
管理票交付者が管理票を管理するための、任意の番号を記入する。

キ．汚染土壌の荷姿
バラ積みシートがけ、ドラム缶、フレキシブルコンテナ等、搬出する汚染土壌の荷姿を記入する。

ク．汚染土壌の体積
汚染土壌を運搬する自動車等に積載する汚染土壌の体積を記入する。

ケ．汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
�まず、汚染土壌に含まれる特定有害物質の欄ごとに （チェック）をし、次に土壌汚染状況調査で濃度が判明
している場合には当該濃度を記入するか、不明な場合には該当する濃度欄に （チェック）をする。

コ．要措置区域等の所在地
搬出する汚染土壌に係る要措置区域等の所在地を記入する。

サ．積替え又は保管場所
�運搬途中で積替え又は保管をする場合は、積替え場所か保管場所かの （チェック）をした上で、積替え又は
保管を行う場所の名称、所在地、所有者の氏名又は名称、連絡先を記入する。

シ．汚染土壌処理施設の名称及び所在地
�汚染土壌処理施設に係る事業場の名称、所在地、許可番号を記入する。

ス．運搬受託者からの返送確認日（運搬受託者からの運搬終了報告の確認）
運搬受託者から運搬終了後に管理票が返送され、終了を確認した年月日を記入する。

セ．処理受託者からの返送確認日（処理受託者からの処理終了報告の確認）
処理受託者から処理終了後に管理票が返送され、終了を確認した年月日を記入する。

① 管理票交付者
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　運搬受託者は、実際に運搬を担当する人（ドライバー等）に管理票の仕組みを理解させておかなければなり
ません。
　運搬受託者は、搬出当日に運搬を実施する車両の登録ナンバーや運搬担当者の氏名を管理票交付者に事前
に知らせておきます。これは、搬出現場では多くの車両が出入りし、汚染土壌運搬車両のみでなく、廃棄物
運搬車両や一般残土運搬車両等がいることも考えられ、積荷を誤ることがないようにし、委託を受けていな
い者を排除するためです。
　運搬担当者は、管理票交付者から交付を受けた管理票を携帯して運搬を開始し、汚染土壌の自動車等への
積載量について重量を最初に計量した時点で記入します。
　搬入先に到着したら、管理票に引渡し年月日、車両ナンバー、氏名等を記入した上で搬入先の担当者に渡
します。運搬受託者の控え用（B1票）と管理票交付者への返送用（B2票）を持ち帰ります。
　管理票交付者への返送用（B2票）は、事務所等へ戻った後に管理票交付者に返送します。返送は、運搬終
了から10日以内に行わなければなりません。控え用（B1票）は5年間大切に保存します。
　なお、運搬先が汚染土壌処理施設ではなく、積替え場所や保管場所の場合は、引渡し年月日を記入して、
管理票は積替え場所や保管場所の担当者に渡します。控え用（B1票）や管理票交付者への返送用（B2票）は、
運搬受託者が控えの保存、返送をします。もし、控えが必要な場合は、コピー等をもらえるようにしておく
とよいでしょう。

＜運搬担当者が管理票に記入する事項＞（P.13・15参照）

ア．汚染土壌の重量
汚染土壌の自動車等への積載量について重量を最初に把握した時点で記入する。

イ．自動車等の番号及び運搬担当者の氏名
車両や船舶等の登録番号、運搬を担当した者の氏名を記入する。

ウ．運搬区間
運搬担当者が実際に汚染土壌を運搬した区間を記入する。

エ．引渡し年月日
汚染土壌を目的地まで運搬した際に引渡しを行った年月日を記入する。

　処理受託者は、汚染土壌を受け取ったら、引き渡しを受けた者の氏名、処理担当者の氏名、処理方法を記
載し、B1票とB2票を運搬受託者に渡します。B1票は運搬受託者の控え、B2票は管理票交付者への運搬受
託者からの運搬終了報告となります。
　処理受託者は、処理が終了したら、処理方法と処理の終了年月日を記入して、C2票を管理票交付者に返
送し、C3票を運搬受託者に返送します。返送は、処理終了から10日以内に行わなければなりません。C1
票は5年間大切に保存します。

＜処理受託者が管理票に記入する事項＞（P.14・15参照）

ア．引渡しを受けた者の氏名
汚染土壌処理施設で、搬入された汚染土壌の引渡しを受けた者が、氏名を記入する。

イ．処理担当者の氏名
汚染土壌処理施設において、実際に汚染土壌の処理を担当した者の氏名を記入する。

ウ．処理方法
汚染土壌処理施設における当該汚染土壌の処理方法を記入する。

エ．処理終了年月日
当該汚染土壌の処理が終了した年月日を記入する。

③ 処理受託者

② 運搬受託者
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（2） 運搬を他人に委託し、処理は自ら行う場合の運用

　運搬を他人に委託して処理は自ら行う場合も管理票を交付する必要があります。管理票交
付者と処理受託者が同一となるため、運搬受託者から送付されるB2票により運搬の終了を
確認し、処理が終了したときに、C3票を運搬受託者に送付します。

（3） 運搬を自ら行い、処理は他人に委託する場合の運用

　運搬を自ら行い、処理を他人に委託して行う場合も管理票を交付する必要があります。管
理票交付者と運搬受託者が同一となるため、汚染土壌の引渡しとともに、C票を交付します。
処理受託者が処理を終了したときに、C3票が送付されてきますので、処理の終了を確認し
ます。

（4） 運搬担当者が複数いる場合の運用

　例えば、下記のような運搬経路をとるケースでは、搬出側陸運担当者、海運担当者、施設
側陸運担当者と、それぞれ異なる運搬担当者が存在する可能性があります。つまり複数の運
搬担当者が存在します。
　そのような場合、最後の運搬担当者が管理票の運搬受託者控え（B1票）を保存するととも
に運搬終了報告の管理票（B2票）を管理票交付者に送付します。下記の例では「f陸運」実施者
が該当します。そのほかの「b陸運」〜「e埠頭」までは、運搬経路と引渡し日の記入だけで、
控えはありません。つまり、すべての運搬が終了し、処理施設に汚染土壌が搬入された時点
が運搬終了となります。途中の「b陸運」〜「e埠頭」までの担当者には控えが残らないことに
なります。もし、控えが必要な場合は、コピーなどで対応してください。
　なお、それぞれの運搬に別々の運搬受託者が存在する場合、上記の例では、「b陸運」はB
社に、「d海運」はD社に運搬を委託するような場合は、管理票交付者はB社、D社それぞれ
に管理票を交付する必要があります。

搬
出
現
場 （
Ａ
社
）

陸　
　
運 （
Ｂ
社
）

埠　
　
頭 （
Ｃ
社
）

海　
　
運 （
Ｄ
社
）

埠　
　
頭 （
Ｅ
社
）

陸　
　
運 （
Ｆ
社
）

処
理
施
設 （
Ｇ
社
）

●a ●b ●c ●d ●e ●f ●g
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（5） 処理受託者が処理後の汚染土壌の処理を委託する場合の運用

　処理後の汚染土壌を再処理汚染土壌処理施設へ搬出する場合は、処理受託者である汚染土
壌処理業者が管理票交付者となって、新たに管理票を交付する必要があります。これを二次
管理票といいます。二次管理票の記入方法については、「6.二次管理票の運用について」で記
述します。
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　管理票は、管理票交付者、運搬受託者（運搬担当者）、処理受託者それぞれが記入して交付
又は回付します。

　まず、管理票交付者は、管理票交付者が記入すべき項目を記入して、運搬受託者（運搬担
当者）に管理票を交付します。
＜管理票交付者の記入例＞

※�赤色が管理票交付者の記入事項。ただし、最下部の「運搬受託者からの返送確認日」、「処
理受託者からの返送確認日」は、運搬受託者（運搬担当者）から返送された「B2票」、処理受
託者から返送された「C2票」に記入する。

管理票の記入例

① 管理票交付者
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　次に、運搬受託者（運搬担当者）は、運搬受託者（運搬担当者）が記入すべき項目を記入し、
運搬担当者がサインをした上で、A票を管理票交付者に返し、B1票以下を携行して運搬を
実施します。汚染土壌の処理施設に到着後、引渡し年月日を記入して、処理施設の汚染土壌
受領者のサインをもらい、B1票、B2票を剥離して、処理施設担当者に管理票を回付します。

＜運搬受託者（運搬担当者）の記入例＞

※�赤色が運搬受託者（運搬担当者）の記入事項。上記の例の場合、B1票、B2票は「東北運送
株式会社　坂田昇」氏が持ち帰り、B2票を管理票交付者に返送する。

② 運搬受託者（運搬担当者）
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　最後に処理受託者は、処理受託者の記入すべき項目を記入して、C2票を管理票交付者に、
C3票を運搬受託者（運搬担当者）に返送します。

＜処理受託者の記入例＞

※�赤色が処理受託者の記入事項。運搬受託者（運搬担当者）から回付されたB1票、B2票、
C1票、C2票、C3票に「引き受けた者の氏名」を記入し、運搬受託者（運搬担当者）にB1票、
B2票を返す。処理終了後に、「処理担当者の氏名」、「処理の方法」、「処理終了年月日」を
記入する。

③ 処理受託者
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　管理票が回付され、管理票交付者、運搬受託者（運搬担当者）、処理受託者それぞれが記入
した以下のような管理票が、管理票交付者（C2票）と運搬受託者（運搬担当者）（C3票）に返
送されます。

＜管理票の記入例（処理終了後）＞

※青色が管理票交付者、赤色が運搬受託者（運搬担当者）、オレンジ色が処理受託者の記入事項。

④ 管理票の記入例（処理終了後）
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　処理を受託している汚染土壌処理施設が、例えば、汚染土壌の分別や含水率調整などを行
う施設で、浄化等は別の汚染土壌処理施設に搬出して行う場合があります。分別等処理施設
が異物除去や含水率調整を行った後、セメント製造施設へ汚染土壌を搬出するケースが該当
します。このような場合は、分別や含水率調整などを行った汚染土壌処理施設において処理
を行う汚染土壌処理業者が、新たに汚染土壌の搬出者となって、管理票（二次管理票）を交付
しなければなりません。なお、再処理汚染土壌処理施設として汚染土壌を搬出できる施設は、
汚染土壌処理業の許可申請時に申請書に記載してある汚染土壌処理施設に限られます。
　二次管理票の交付者は、一次管理票における処理受託者となりますので、管理票への記載
事項は、基本的に「（1）運搬又は処理を他人に委託する場合の運用　①管理票交付者」の項（P.8)
を参照してください。ただし、「汚染土壌の特定有害物質による汚染状態」については、施設
で測定をした場合はその測定結果を記載しますが、測定を行わなかった場合は、搬出者の測
定結果（一次管理票の記載事項）を記載します。また、搬出者（一次管理票の管理票交付者）へ
の二次管理票の返送は、再処理汚染土壌処理施設における処理の終了報告時点ではなく、再
処理汚染土壌処理施設が汚染土壌を受け入れた時点（二次管理票における運搬受託者から運搬
終了の報告が届いた時点）で行います。管理票の「備考欄」などを利用して、搬出者（一次管理
票の交付者）が交付した管理票と二次管理票とが照合できるようにしておくことも必要です。

　管理票の不交付、管理票への虚偽記載は、法により3月以下の懲役又は30万円以下の罰
金を科せられます（法第66条）。
　以下のような場合には罰則の対象となります。
●管理票交付者が管理票を交付しなかった
●必要事項を記載せず、又は、管理票に虚偽の記載をした
●運搬受託者が管理票を回付しなかった
●運搬が終了していないのに管理票を管理票交付者に返送した
●処理が終了していないのに管理票を管理票交付者、運搬受託者に返送した

二次管理票の運用について

罰則

管
理
票
交
付
者

運
搬
受
託
者

（
管
理
票･

交
付
者
）

処
理
受
託
者

運
搬
受
託
者

再
処
理
受
託
者

③�汚染土壌
とともに
引き渡し

①交付

②控

④運搬終了報告
④’再処理引き渡し終了報告

回付交付

一次管理票の返送

一次管理票 二次管理票
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管理票の交付者は誰か

➡汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場
合には、環境省令で定める基準に従って、管理票を交付しなければならないこととしていま
す。また、「汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者」とは、その搬出に関する計画の内容を
決定する者です。土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係で
は、開発業者等が該当します。また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に
関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なりますが、一般的には発注
者が該当するものと考えられます。ただし、受注者がその搬出に関する計画内容を決定する
責任を有している場合には受注者が該当すると考えられます。

管理票の記入・交付を他人に代行してもらえるか

➡管理票の交付者は、自ら管理票の記入、交付をしなければなりません。

運搬・処理を自ら行う場合は管理票が必要か

➡汚染土壌の運搬・処理ともに自ら行い、他人に委託することがない場合には、管理票を交
付する必要はありません。

産業廃棄物管理票等の他のものを使ってよいか

➡要措置区域等内の土地の土壌を当該要措置区域等外に搬出する場合は、規定された様式（土
壌汚染対策法施行規則様式第19）の管理票を用いなければなりません。要措置区域等外の土
地の汚染された土壌を運搬する場合（法対象外の場合）であっても、規定された管理票を使用
するようにしてください。

管理票が戻って来ない場合の対処は

➡期日までに管理票の写しが送付されない場合は、管理票交付者は、委託した運搬又は処理
の状況を把握し、その結果を都道府県知事に届け出なければなりません。管理票の写しを送
付されるまでの期間は、運搬受託者からは交付日から40日以内、処理受託者からは交付日
から100日以内と定められています。

管理票を使わないと罰則はあるか

➡管理票の不交付や、管理票への虚偽記載には罰則があります。3月以下の懲役又は30万
円以下の罰金が科せられます。

Q1 ?

Q2 ?

Q3 ?

Q4 ?

Q5 ?

Q6 ?

Q&A
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